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当該病棟に専任の常勤医師が1名以上配置されていること。
当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数
が13又はその端数を増すごとに1以上であること。（夜勤看護職員2以上）（看護職員の
最小必要数の7割以上が看護師であること）
当該病棟において、１日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患
者の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること。（夜勤看護補助者2以上）
当該病棟に専従常勤の理学療法士3名、作業療法士2名、言語聴覚士1名以上配置され
ていること。
当該病棟に専任常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従常勤の社会福祉士等が1名以上配置されてい
ること。
休日を含め、週７日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
当該病棟において、新規入院患者のうち4割以上が重症の患者であること。
当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が
7割以上であること。
重症の患者の3割以上が退院時に日常生活機能又はFIMが改善していること。
データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
地域支援事業に協力する体制を確保していること。
口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
リハビリテーション実績指数が40以上であること。
FIMの測定に関する研修を実施していること。

【施設基準】

■ 回復期
リハビリテーション病棟
入院料 １

■ 回復期
リハビリテーション病棟
入院料 １

組織的な医療安全対策を実施しているという施設基準を満たしております
また、他の保険医療機関との連携し、医療安全対策に関する評価を受けて
おります。

患者相談窓口を設置し、患者さんに対する支援の充実につき必要な体制が
整備しているという施設基準を満たしております。

認知症状を有する患者さんのケアを行うにつき十分な体制を整備している
という施設基準を満たしております。

入院患者及び外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に
提出するために必要な体制を整備するという施設基準を満たしております

入院患者さんが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生
活を維持できるように、入院早期より退院困難な要因を有する患者さんを
抽出し、入退院支援を実施するという施設基準を満たしております。各病
棟の退院支援担当者は次のとおりです。

■ 医療安全対策加算 ２
■ 医療安全対策地域連携加算 ２

■ 患者サポート体制充実加算

■ 認知症ケア加算 ３

■ データ提出加算 ２･４

■ 医療安全対策加算 ２
■ 医療安全対策地域連携加算 ２

■ 患者サポート体制充実加算

■ 認知症ケア加算 ３

■ データ提出加算 ２･４

■ 入退院支援加算 １■ 入退院支援加算 １

。

。

■2階病棟：長見 由依 (社会福祉士)　■ 3階病棟：加藤 かえで (社会福祉士)
■ 4階病棟：山﨑 千尋 (社会福祉士)　■ 5階病棟：柚木 実里 (社会福祉士)
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当院は、法令に定められた入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、
意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準を満たしております。
当院は、法令に定められた数の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士及び看護職員を配
置しております。
看護職員（看護師・准看護師）は、1日に12名以上が勤務しております。尚、時間毎の受け持ち数は次の通り
です。

　 08：45～17：15　看護職員1人当たりの受け持ち数は 7人以内です。
　 17：15～08：45　看護職員1人当たりの受け持ち数は 25人以内です。
　※また、07：30～9：00と17：00～22：00の時間帯は、身支度や食事等の身の回りのお世話をさせていただく
　　看護要員4名が勤務しております。

他職種からなる摂食嚥下支援チームを設置し、摂食機能又は嚥下機能の回
復が見込まれる患者さんに対して必要な指導・管理を行っております。

医薬品情報室を有し、薬剤師が入院患者さんごとに作成している薬剤管理
指導記録により、適切な薬剤指導を行っております。

尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれる患者さん
に対して、多職種からなる排尿ケアチームを設置し、排尿に関するケアを
行うにつき十分な体制を整備しているという施設基準を満たしております。

専用の設備・機械・器具等を有し、専任の常勤医師及び専従する常勤の理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士を配置しております。

■ 摂食嚥下機能回復体制加算 １

■ 薬剤管理指導料

■ 脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料 （Ⅰ）
■ 廃用症候群ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ）
■ 運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料 （Ⅰ）

■ 摂食嚥下機能回復体制加算 １

■ 薬剤管理指導料

■ 排尿自立支援加算■ 排尿自立支援加算

対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制を整備するという施設基準
を満たしております。

対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制を整備するという施設
基準を満たしております。

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分
な情報を取得し、及び活用して診療を行うという施設基準を満たしており
ます。

■ 外来・在宅ベースアップ評価料 （Ⅰ）

■ 医療DX推進体制整備加算

■ 入院ベースアップ評価料 （54）■ 入院ベースアップ評価料 （54）

■ 外来・在宅ベースアップ評価料 （Ⅰ）

大型ボンべ(3,000ℓ超)　　0.33円/リットル
小型ボンべ(3,000ℓ以下)　2.31円/リットル■ 酸素の購入単価■ 酸素の購入単価

■ 医療DX推進体制整備加算

■ 脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料 （Ⅰ）
■ 廃用症候群ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ）
■ 運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料 （Ⅰ）

管理栄養士の管理により、患者さんの年齢・病状等によって適切な栄養量
及び内容の食事を適時（朝食：8：00、昼食 12：30、夕食 18：00 以降）、
適温で提供しております。

■ 入院時食事療養 （Ⅰ）■ 入院時食事療養 （Ⅰ）
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一般 490円 45,570円

市区町村税
非課税者

① 90日までの入院（③に該当するものを除く） 230円 21,390円

② 90日を超える入院（③に該当するものを除く） 180円 16,740円

③ 所得が一定基準に満たない世帯の70歳以上の方 110円 10,230円
※ 31日として計算

入 院 時 食 事 療 養 費 に 関 す る 事 項
入院時の食事療養費の標準負担額（1食につき･1日3食を限度）

区分 1食あたり負担額 1ヶ月あたり負担額※

一般･市区町村税非課税者 370円 11,470円

老齢福祉年金受給者 0円 0円
※ 31日として計算

入 院 時 生 活 療 養 費 に 関 す る 事 項
入院時の生活療養費の標準負担額（1日につき･65歳以上の方のみ）

区分 1日あたり負担額 1ヶ月あたり負担額※
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13,200円

保 険 外 負 担 の 料 金
文書料（税込） その他
金額

8,800円

5,500円

2,200円

550円

身体障がい者診断書・意見書

年金診断書

診断書・証明書(保険会社)

診断書・証明書(院内書式)

おむつ証明書

領収証明書

13,200円

13,200円

金額

44,000円

5,000円

2,200円

8,800円

面談料(保険会社)

予防接種(インフルエンザ)

画像用CD

死後処置料

死亡診断書(1通目)

死亡診断書(2通目以降)

特 別 の 療 養 環 境 に 関 す る 事 項
特別療養環境室（差額ベッド）利用料金（税込）

病棟料金
(１日につき)

9,900円 14.58㎡
3階病棟

4階病棟

5階病棟

202・203・206・2072階病棟

302・303・306・307

402・403・406・407

502・503・506・507

病室番号 設備内容 部屋の広さ

ソファーベッド・ミニテーブル
チェスト・洗面台・トイレ
テレビ(無料)・冷蔵庫(無料)


